
JP 5370043 B2 2013.12.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行予定経路の道路情報に基づいて車両の目標速度を設定し、前記車両の走行速度が前
記目標速度となるように運転操作支援を行う車両制御装置において、
　前記車両の走行速度を検出し、検出した前記車両の走行速度が、前記目標速度よりも小
さい場合に、検出した前記車両の走行速度が、前記目標速度よりも大きい場合よりも、前
記車両におけるブレーキペダルの操作量に対する減速度を小さくし、
　前記車両が、制動力付与によるエネルギー回生を行う回生手段を備えており、
　検出した前記車両の走行速度が前記目標速度よりも小さい場合における前記ブレーキペ
ダルの操作量に対する減速度を回生可能減速度以下とすることを特徴とする車両制御装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両制御装置に係り、特に、車両の目標速度を設定し、走行速度を目標速度
に近づける運転操作支援を行う車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の最適な走行軌跡を生成し、その走行軌跡を利用して各種運転支援を行ったり、自
動運転を行ったりする技術が開発されている。このような技術として、従来、走行予定経
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路の道路形状等に基づいて走行速度パターンを生成する走行軌跡生成装置がある（たとえ
ば、特許文献１参照）。この走行軌跡生成装置は、車両が走行する道路の道路形状を取得
し、車両の燃費特性を考慮した車速パターンや加速度パターンなどの走行速度パターンを
生成するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１５４６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献１に開示された走行軌跡生成装置では、車速を走行速度パターン
に追従させる際、自動走行制御を実施しない運転操作支援制御の場合は、実車速が目標車
速に対して大きく乖離する可能性がある。その一方で、実車速が目標車速よりも小さい場
合は、燃費や安全面で不必要な制動操作であるにもかかわらず、摩擦制動による制動力が
発生する可能性がある。このような燃費や安全面での不必要な制動操作によって摩擦制動
による制動力が発生した場合、エネルギーの損失が大きくなってしまうという問題があっ
た。
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、燃費や安全面での不必要な制動操作による制動力の発生を少
なくすることにより、エネルギー損失の増大を防止することができる車両制御装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決した本発明に係る車両制御装置は、走行予定経路の道路情報に基づいて
車両の目標速度を設定し、車両の走行速度が目標速度となるように運転操作支援を行う車
両制御装置において、車両の走行速度を検出し、検出した車両の走行速度が、目標速度よ
りも小さい場合に、検出した車両の走行速度が、目標速度よりも大きい場合よりも、車両
におけるブレーキペダルの操作量に対する減速度を小さくし、車両が、制動力付与による
エネルギー回生を行う回生手段を備えており、検出した車両の走行速度が目標速度よりも
小さい場合におけるブレーキペダルの操作量に対する減速度を回生可能減速度以下とする
ことを特徴とする。
【０００７】
　検出した車両の走行速度が、目標速度よりも小さい場合は、設定した目標速度を達成す
るためには、制動力を付与する必要がないこととなる。この状態で制動力を付与すると、
目標速度の達成には寄与することなく、燃費の低下等を招くこととなる。この点、本発明
に係る車両制御装置においては、検出した車両の走行速度が、目標速度よりも小さい場合
に、検出した車両の走行速度が、目標速度よりも大きい場合よりも、車両におけるブレー
キペダルの操作量に対する減速度を小さくする。このため、燃費や安全面での不必要な制
動操作による制動力の発生を少なくすることにより、エネルギー損失の増大を防止するこ
とができる。また、車両の走行速度が目標速度よりも小さい場合におけるブレーキペダル
の操作量に対する減速度を回生可能減速度以下とすることにより、回生可能範囲を超えた
制動力を付与することを防止することができる。その結果、さらに効果的にエネルギー損
失の増大を防止することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る車両制御装置によれば、燃費や安全面での不必要な制動操作による制動力
の発生を少なくすることにより、エネルギー損失の増大を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】本発明の実施形態に係る車両制御装置のブロック構成図である。
【図２】車両制御装置における処理手順を示すフローチャートである。
【図３】減速制御の手順を示すフローチャートである。
【図４】ブレーキ踏み込み量と要求減速度との関係を示すマップである。
【図５】現在車速が車両の目標速度より大きい場合の状態を示し、（ａ）は、車速の経時
変化を示すグラフ、（ｂ）は、車両の減速度を示すグラフである。
【図６】現在車速が車両の目標速度以下の場合の状態を示し、（ａ）は、車速の経時変化
を示すグラフ、（ｂ）は、車両の減速度を示すグラフである。
【図７】減速制御の第１の他の例の手順を示すフローチャートである。
【図８】減速制御の第２の他の例の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、図示の便宜上、
図面の寸法比率は説明のものと必ずしも一致しない。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態に係る車両制御装置のブロック構成図である。図１に示すよ
うに、本実施形態に係る車両制御装置１は、ブレーキペダルセンサ１１、アクセルペダル
センサ１２、操舵角センサ１３、Ｇセンサ１４、ヨーレートセンサ１５、車輪速センサ１
６、白線検知センサ１７、およびナビゲーションシステム１８を備えている。また、車両
制御装置１は、操舵アクチュエータ２１、スロットルアクチュエータ２２、ブレーキアク
チュエータ２３、モータ２４およびＥＣＵ[Electronic Control Unit]３０を備えている
。さらに、車両制御装置１では、ナビゲーションシステム１８からの情報を利用する。Ｅ
ＣＵ３０には、ブレーキペダルセンサ１１、アクセルペダルセンサ１２、操舵角センサ１
３、Ｇセンサ１４、ヨーレートセンサ１５、車輪速センサ１６、白線検知センサ１７、お
よびナビゲーションシステム１８が接続されている。さらに、ＥＣＵ３０には、操舵アク
チュエータ２１、スロットルアクチュエータ２２、ブレーキアクチュエータ２３、および
モータ２４が接続されている。車両制御装置１は、動力として図示しないエンジンのほか
にモータ２４を備えるいわゆるハイブリッド式の車両に設けられている。
【００１４】
　ブレーキペダルセンサ１１は、たとえばブレーキペダルに設けられており、ドライバに
より踏み込まれたブレーキペダルの踏み込み量を検出する。ブレーキペダルセンサ１１が
検出する踏み込み量としては、たとえばブレーキペダルストロークや踏力を検出する。ブ
レーキペダルセンサ１１は、検出したブレーキペダルの踏み込み量をブレーキペダル信号
としてＥＣＵ３０に送信する。
【００１５】
　アクセルペダルセンサ１２は、たとえばアクセルペダルに設けられており、ドライバに
より踏み込まれたアクセルペダルの踏み込み量を検出する。アクセルペダルセンサ１２が
検出する踏み込み量としては、たとえばアクセルペダルストロークや踏力を検出する。ア
クセルペダルセンサ１２は、検出したアクセルペダルの踏み込み量をアクセルペダル信号
としてＥＣＵ３０に送信する。
【００１６】
　操舵角センサ１３は、たとえばステアリングシャフトに取り付けられており、ドライバ
により操舵されたハンドルの操舵角を検出する。操舵角センサ１３は、検出したハンドル
の操舵角を操舵角信号としてＥＣＵ３０に送信する。
【００１７】
　Ｇセンサ１４は、自車両に作用している横加速度や前後加速度を検出するセンサである
。Ｇセンサ１４では、自車両に作用している加速度を検出し、その加速度をＧ信号として
ＥＣＵ３０に送信する。なお、検出する加速度毎に、横Ｇセンサ、前後Ｇセンサがそれぞ
れ構成される。
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【００１８】
　ヨーレートセンサ１５は、自車両で発生しているヨーレートを検出するセンサである。
ヨーレートセンサ１５では、自車両で発生しているヨーレートを検出し、そのヨーレート
をヨーレート信号としてＥＣＵ３０に送信する。
【００１９】
　車輪速センサ１６は、車両の４輪にそれぞれ設けられ、車輪の回転速度（車輪の回転に
応じたパルス数）を検出するセンサである。車輪速センサ１６では、所定時間毎の車輪の
回転パルス数を検出し、その検出した車輪回転パルス数を車輪速信号としてＥＣＵ３０に
送信する。ＥＣＵ３０では、各車輪の回転速度から車輪速をそれぞれ演算し、各輪の車輪
速から車体速（車速）を演算する。
【００２０】
　白線検知センサ１７は、カメラや画像処理装置を備えており、一対の白線（車線）を検
知するセンサである。白線検知センサ１７では、カメラで自車両の前方の道路を撮像する
。そして、白線検知センサ１７では、画像処理装置で撮像画像から車両が走行している車
線を示す一対の白線を認識する。白線検知センサ１７では、これらの認識した一対の白線
の情報を白線検知信号としてＥＣＵ３０に送信する。
【００２１】
　ナビゲーションシステム１８は、自車両の現在位置の検出および目的地までの経路案内
などを行うシステムである。特に、ナビゲーションシステム１８では、地図データベース
から現在走行中の道路の形状情報を読み出し、その道路形状情報をナビ信号としてＥＣＵ
３０に送信する。なお、ナビゲーションシステムを備えない車両の場合、少なくとも道路
形状情報を少なくとも格納した地図データベースを備える構成としてもよいし、あるいは
、路車間通信などを利用して道路形状情報を取得する構成としてもよい。
【００２２】
　操舵アクチュエータ２１は、モータによる回転駆動力を減速機構を介してステアリング
機構（ラック、ピニオン、コラムなど）に伝達し、ステアリング機構に操舵トルクを付与
するためのアクチュエータである。操舵アクチュエータ２１では、ＥＣＵ３０から操舵制
御信号を受信すると、操舵制御信号に応じてモータが回転駆動して操舵トルクを発生させ
る。
【００２３】
　スロットルアクチュエータ２２は、駆動源の１つであるエンジンのスロットルバルブの
開度を調整するアクチュエータである。スロットルアクチュエータ２２では、ＥＣＵ３０
からのエンジン制御信号を受信すると、エンジン制御信号に応じて作動し、スロットルバ
ルブの開度を調整する。
【００２４】
　ブレーキアクチュエータ２３は、各車輪のホイールシリンダのブレーキ油圧を調整する
アクチュエータである。ブレーキアクチュエータ２３では、ＥＣＵ３０からのブレーキ制
御信号を受信すると、ブレーキ制御信号に応じて作動し、ホイールシリンダのブレーキ油
圧を調整する。
【００２５】
　モータ２４は、駆動源の１つである電気モータである。また、モータ２４は、ジェネレ
ータとしての機能を有しており、車輪の回転エネルギ（運動エネルギ）を電気エネルギー
に変換し、回生発電を行う。モータ２４では、モータ制御信号を受信すると、モータ制御
信号に応じて回転駆動して駆動力を発生する。また、モータ２４は、回生制御信号を受信
すると、回生制御信号に応じて発電し、その発電した電力をバッテリに充電する。
【００２６】
　ＥＣＵ３０は、ＣＰＵ[Central Processing Unit]、ＲＯＭ[Read Only Memory]、ＲＡ
Ｍ[Random AccessMemory]などからなり、車両制御装置１を統括制御する電子制御ユニッ
トである。ＥＣＵ３０では、一定時間毎に、各センサ１１～１７およびナビゲーションシ
ステム１８からの各信号を受信する。そして、ＥＣＵ３０では、走行軌跡最適化処理、初



(5) JP 5370043 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

期条件生成処理、連続カーブ対応処理などを行って最適な走行軌跡を生成する。さらに、
ＥＣＵ３０では、生成した最適な走行軌跡に基づいて車両制御処理を行い、操舵アクチュ
エータ２１、スロットルアクチュエータ２２、ブレーキアクチュエータ２３、モータ２４
を制御する。
【００２７】
　次に、本実施形態に係る車両制御装置における処理手順について説明する。図２は、本
実施形態に係る車両制御装置における処理手順を示すフローチャートである。図２に示す
ように、本実施形態に係る車両制御装置において、ＥＣＵ３０は、車両が走行する道路の
道路形状を取得する（Ｓ１）。ＥＣＵ３０では、白線検知センサ１７から送信される白線
検知信号やナビゲーションシステム１８から送信されるナビ情報等に基づいて、車両が走
行する道路の道路形状、たとえばカーブＲや路面μ情報を取得する。
【００２８】
　次に、ＥＣＵ３０は、ドライバ操作を取得する（Ｓ２）。ＥＣＵ３０は、ブレーキペダ
ルセンサ１１、アクセルペダルセンサ１２、および操舵角センサ１３から送信されるブレ
ーキペダル信号、アクセルペダル信号、および操舵角信号に基づいて、ドライバの操作を
取得する。
【００２９】
　ＥＣＵ３０は、道路形状およびドライバ操作を取得したら、取得した道路形状に基づい
て、車両の目標速度を算出する（Ｓ３）。車両の目標速度を算出するにあたり、取得した
道路形状から車両の加速度パターンを生成し、この車両の加速度パターンに基づいて車両
の速度パターンを生成する。車両の加速度パターンの生成手順は適宜の方法を用いること
ができる。
【００３０】
　たとえば、道路形状に基づいて、所定のゴール地点およびそのゴール地点に対する到達
時間を設定する。さらには、ステップＳ２で取得したドライバの操作に基づいて、ドライ
バの希望する走行条件を検出する。それから、ドライバの希望する走行条件を加味して、
ゴール地点に到達時間までに到達する際の最も燃費がよいと評価される加速度パターンを
生成する。このとき、ドライバの希望する走行条件のほか、車両の摩擦円使用率などの安
全面を考慮することもできる。
【００３１】
　加速度パターンを生成したら、生成した加速度パターンを時間積分処理することによっ
て速度パターンを生成する。さらには、速度パターンを形成してから経過した時間を計測
する。そして、生成した速度パターンと、速度パターンを生成してから経過した時間とに
よって、車両の目標速度を算出する。
【００３２】
　車両の目標速度を算出したら、ＥＣＵ３０は、現在車速を検出する（Ｓ４）。ＥＣＵ３
０では、車輪速センサ１６から送信される車輪速情報に基づいて、現在車速を検出する。
現在車速を検出したら、減速制御を行う（Ｓ５）。その後、車両制御装置による処理を終
了する。
【００３３】
　減速制御は、図３に示すフローにしたがって行われる。図３は、減速制御の手順を示す
フローチャートである。図３に示すように、減速制御を行うにあたり、ＥＣＵ３０は、ス
テップＳ３で算出した車両の目標速度と、ステップＳ４で検出した現在車速とを比較する
（Ｓ１１）。
【００３４】
　その結果、現在車速の方が目標速度よりも大きくない（現在車速が車両の目標速度以下
である）と判断した場合には、減速支援を実行することとする（Ｓ１２）。一方、現在車
速の方が目標速度よりも大きいと判断した場合には、減速支援を行うことなく、減速支援
不実行とする（Ｓ１３）。
【００３５】
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　車両制御装置１における減速支援は、ドライバのブレーキ入力による制動要求が生じた
際に行われる。ドライバのブレーキ入力は、ブレーキペダルセンサ１１から出力されるブ
レーキペダル信号に基づいて判断される。減速支援を行う際には、図４に示す減速制限マ
ップを参照する。図４は、減速制限マップを示す図である。減速制限マップでは、減速支
援を行う際におけるドライバのブレーキ入力に対する要求減速度の関係を示している。図
４に示す図では、減速制限マップを実線で示すとともに、減速支援を不実行とした場合に
おけるドライバのブレーキ入力に対する要求減速度の関係を破線で示す。
【００３６】
　図３に示すように、減速支援を不実行とする際には、ブレーキ踏み込み量に対して要求
減速度は比例的に増加するように制御される。これに対して、減速支援を行う際には、回
生可能減速度に到達するまでは、ブレーキ踏み込み量に対して、要求減速度が小さくなる
ように制御し、回生可能減速度の範囲で減速要求を行いやすくする。
【００３７】
　現在車速が車両の目標速度よりも大きくない場合、生成した速度パターンでの走行を行
う際には、車両の減速は必要ないこととなる。このような必要のない減速を行うと、車両
の燃費の低下につながることとなる。そこで、現在車速が車両の目標速度よりも大きくな
い場合には、ブレーキ踏み込み量に対して、要求減速度が小さくなるように制御すること
により、燃費や安全面での不必要な制動操作による制動力の発生を少なくすることができ
る。その結果、燃費の低下といったエネルギー損失の増大を防止することができる。また
、制動力が小さくなる点について、目標速度パターンは、他車両との接触等の可能性を加
味して生成されることから、制動力を小さくしても、他車両との接触等を避けるとともに
、エネルギー損失の増大を防止することができる。
【００３８】
　ここで、現在車速が車両の目標速度より大きい場合と車両の目標速度以下である場合の
例について説明する。図５（ａ）に示すように、現在車速が車両の目標速度よりも大きい
場合に、時刻ｔにおいてブレーキペダル信号が出力されたとする。この場合には、図５（
ｂ）に示すように、ブレーキ踏み込み量に対して比例的に要求減速度を増減させる制御を
行う。
【００３９】
　また、図６（ａ）に示すように、現在車速が車両の目標速度以下である場合に、時刻ｔ
においてブレーキペダル信号が出力されたとする。この場合には、図６（ｂ）に示すよう
に、ブレーキ踏み込み量に対する増減割合が、現在車速が車両の目標速度より大きい場合
よりも小さくなるようにしている。さらには、要求減速度が、回生可能減速度よりも大き
くならないように制御している。このため、回生可能減速度を超える減速度とならないよ
うにすることができるので、エネルギー損失の増大を防止することができる。
【００４０】
　このとき、ブレーキペダルをドライバが大きく踏み込む場合のように、ブレーキ踏み込
み量が大きくなる場合には、ドライバが車両を減速させようとする意思が大きいと考えら
れる。この場合には、回生可能減速度を超えて要求減速度を大きく制御し、ドライバの意
思を反映させるようにしている。
【００４１】
　また、上記実施形態では、減速制御を図３に示すフローに沿って行っているが、他の態
様で減速制御を行うこともできる。まず、減速制御の第１変形例として図７に示すフロー
に沿った制御を行うこともできる。図７は、減速制御の第１の他の例の手順を示すフロー
チャートである。図７に示すように、減速制御の第１変形例では、現在車速が車両の目標
速度よりも大きいか否かを判断する（Ｓ２１）。この判断は、上記の実施形態と同様にし
て行われる。
【００４２】
　その結果、現在車速が車両の目標速度よりも大きくないと判断した場合の処理が減速制
御の第１変形例では異なり、現在車速が車両の目標速度よりも大きくないと判断した場合
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には、現在速度と車両の目標速度との乖離度を算出する（Ｓ２２）。現在速度と車両の目
標速度との乖離度は、たとえば現在速度と車両の目標速度との差に所定の基準値を設定し
、この基準値に対する現在速度と車両の目標速度との差とすることができる。
【００４３】
　現在速度と車両の目標速度との乖離度を算出したら、算出した乖離度に応じて減速制限
マップのゲインを変更する（Ｓ２３）。具体的には、現在車速と車両の目標車速との乖離
度が小さいほど、減速制限マップのゲインを小さく変更する。その後、減速支援を行い（
Ｓ２４）、その後、減速制御を終了する。また、ステップＳ２１において現在速度が車両
の目標速度よりも大きい場合には、減速支援を不実行として（Ｓ２５）、減速制御を終了
する。
【００４４】
　たとえば、現在車速が車両の目標速度よりも小さい場合に、ブレーキペダルの操作量に
対する減速度を小さくするにあたり、減速度を一律的に小さくすると、現在車速が車両の
目標速度を跨いだときに急に減速制限がなくなり、減速度が不連続となってしまう。同様
に、現在車速が目標速度よりも大きい状態から小さい状態に移行する際に、急に減速制限
がかかり、やはり減速度が不連続となる。
【００４５】
　この点、減速制御の第１変形例では、現在車速と車両の目標速度との乖離度が小さいほ
ど、減速制限マップのゲインを小さく変更している。このため、現在車速が車両の目標速
度に近づくほど減速ゲインが小さくなっていく。その後、現在車速と車両の目標速度とが
一致した時点で減速ゲインが無くなるので、現在車速が目標車速を跨ぐ際に、減速度が不
連続性となることを防止することができる。
【００４６】
　あるいは、減速制御の第２変形例として図８に示すフローに沿った制御を行うこともで
きる。図８は、減速制御の第２の他の例の手順を示すフローチャートである。図８に示す
ように、減速制御の第２変形例では、ブレーキをＯＮにした時における車速が現在の目標
速度よりも大きいか否かを判断する（Ｓ３１）。
【００４７】
　その結果、ブレーキをＯＮにした時における車速が現在の目標速度よりも大きくない場
合には、上記の実施形態と同様、現在車速が車両の目標速度よりも大きいか否かを判断す
る（Ｓ３２）。その後、上記の実施形態と同様、現在車速が車両の目標速度よりも大きく
ない場合には、減速支援を行い（Ｓ３３）、減速制御を終了する。また、現在車速が車両
の目標速度よりも大きい場合には、減速支援を不実行とし（Ｓ３４）、減速制御を終了す
る。
【００４８】
　上記減速制御の第１変形例では、現在車速が車両の目標速度を跨ぐ際に減速度が不連続
となってしまうことを防止できる。ところが、ドライバが一定の踏力でブレーキペダルを
踏んだ状態で現在車速が車両の目標速度を跨ぐと、ドライバに対して急激にＧ抜けする違
和感を与える可能性がある。
【００４９】
　この点、減速制御の第２変形例では、ブレーキをＯＮにした時における車速が現在の目
標速度よりも大きくないに減速支援を行うようにしている。このため、現在車速が車両の
目標速度を跨ぐ状況となる際にもＧ抜けするような違和感を与えないようにすることがで
きる。この結果、無駄なブレーキの削減とドライバに与える違和感の軽減の両方について
、好適に達成することができる。
【００５０】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。たとえば、上記実施形態では、減速支援を行うにあたり、極力回生可能
範囲に収まるように要求減速度を制限し、ドライバが大きくブレーキペダルを踏み込んだ
場合には、減速度が発生するマップを用いている。これに対して、このマップに対して、
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要求減速度を弁別閾など、ドライバの違和感に関する指標を用いて、違和感を解消するよ
うにすることもできる。
【００５１】
　また、上記実施形態では、ドライバに対する報知を行うことなく減速制御行っている。
これに対して、減速制御を行う際に、ドライバが不要なブレーキ操作を行ったことについ
て音や表示などを通じて積極的に報知する態様とすることもできる。かかる報知を行うこ
とにより、ドライバの運転に対する教示を行うこともできる。
【符号の説明】
【００５２】
　１…車両制御装置、１１…ブレーキペダルセンサ、１２…アクセルペダルセンサ、１３
…操舵角センサ、１４…Ｇセンサ、１５…ヨーレートセンサ、１６…車輪速センサ、１７
…白線検知センサ、１８…ナビゲーションシステム、２１…操舵アクチュエータ、２２…
スロットルアクチュエータ、２３…ブレーキアクチュエータ、２４…モータ、３０…ＥＣ
Ｕ。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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